
令和４年度第５回上天草市地域公共交通会議 会議概要 

 

Ⅰ．日時 令和５年１月１１日（水）午後２時開始 

 

Ⅱ．場所 上天草市役所大矢野庁舎書庫棟２階会議室 

 

Ⅲ．事務局 上天草市企画政策部企画政策課 

 

Ⅳ．次第 

1 開会 

2 会長挨拶 

3 議事 

（１）議案第５号 協議路線（さんぱーる～三角産交線）の発時刻の変更について 

4 その他 

5 閉会 

 

Ⅴ．主な内容 

 

会長挨拶 

■柿本会長 
・高齢者の運転免許返納後の問題の一つで、バスの乗り方がわからないということがある。買い

物や病院へ行くだけでも、自分で運転して行くのと公共交通を使うのでは大きく異なり、バス

がどっちの方向に行くのかもわからない、といったようなこともある。 
・車を運転しなくなってからではなく、運転しているときから、公共交通を使ってもらい、使い

方を知っておいてもらう必要があると考える。 
・高齢者の運転は、大丈夫とは言うものの、所々の所作が徐々に危なくなる。事故を避けるため

にも、公共交通を利用してもらわなければならない。 
・公共交通は使ってもらわないと使いにくくなるし、使いにくいと使わなくなる。公共交通は、

使っていきながら便利にしていく、そのような態勢がとれるよう御協力いただきたい。 

 

議案第５号「協議路線（さんぱーる～三角産交線）の発時刻の変更について」 

事務局から協議路線の発時刻の変更について説明。 

委員からの異議はなく、原案どおり承認。 

 

以上 


